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�※２００６年６月末現在　外国人含む
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平成１８年８月１日 �

■出生、婚姻、死亡、離婚、転入、転出などの届出　■印鑑、住民基本台帳カー
ド、原付車・農耕車などの登録　■戸籍、住民票、印鑑、税などの証明書発行　
■国民健康保険、児童手当、年金、福祉医療、老人保健などの手続　■税金、上
下水道料、汲み取り料、介護保険料などの収受　■汲み取り、あじさい苑、建設
残土砂処分場の申込み　■その他行政事務に関する相談、問い合わせや各種申込
受付　■住民生活（捨犬・猫、不法投棄他）、地域整備（道路・水路他）、地域振
興（越知谷・粟賀・大山地区）に関する相談や問い合わせ　■地域防災に関する
緊急、非常時対応　■神河町粟賀財産区
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　神崎支庁舎の竣工式とオープニングイベントを９月３日（日）に開
催します。
　新しい支庁舎での楽しいイベントにぜひご参加ください。内容は次
のとおりです。
【竣工式典】　９：３０～１０：３０
【オープニングイベント】
　　　　　　 １０：３０～１３：１５
◇新鮮市 ◇フリーマーケット ◇バザー
◇木工教室　◇お楽しみ健康抽選会
◇健康運動指導 ◇ミニ健診とアドバイス
◇健康機器展示・デモ・販売
◇福祉機器の展示・相談など

車椅子体験事業

窓口業務

完成間近の新支庁舎

� � ��������������� ��������������������������	



����

���������	

�����
��������	�
���

���������	
����

���������

��������	
�����

���������������������

��������	


��������������� �������������������������		

������������������� �������������������������	



■心配ごと相談　■福祉教育の推進　■生活福祉資金の貸付　■ベッドや車椅子
等の貸出　■善意銀行の運営　■福祉サービス利用援助　■ひとり暮らし高齢者
等給食サービス　■ひとり暮らし高齢者のつどい　■外出困難者移送サービス　
■あじさいサロン　■男性料理教室　■父子家庭料理教室　■寝たきり等理髪
サービス　■まちの子育て広場の支援　■在宅介護者の会「たまゆらの会」事務
局　■赤い羽根募金活動　■歳末たすけあい募金活動　■ボランティア活動に関
する相談や問い合わせ　■介護保険サービス事業所（訪問介護・訪問入浴介護・
居宅介護支援）　■障害者自立支援居宅介護サービス

■健診、健康講座、健康相談など健康づくりに関すること　■老人福祉、障害者
福祉、生活保護など福祉に関すること　■要介護認定、訪問調査など介護保険に
関すること　■介護に関する相談、ケアプラン作成など
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町ぐるみ健診
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郵 便 は が き

神
河
町
寺
前
64
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町花・町木・応募ハガキ�

町　花�

（町花の名称）�（選定理由）�

（選定理由）�（町木の名称）�

町　木�

住　所�神河町�

氏　名�

電話番号�
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平成１８年８月１日 �
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　　個人の所得にかかる課税について、いわゆる三位一体改革の一環として国税である所得税から地方税
である住民税に国全体で３兆円規模の税源移譲が実施されます。このため、所得税、個人住民税の税率
が次のように改正されています。
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　　個人町・県民税所得割の税率は平成１９年度から１０％（町民税６％、県民税４％）の比例税率に変わ
ります。この改正は平成１９年６月徴収分から適用されます。
　　※住民税とは、個人の県民税と町民税を合わせて「住民税」と呼んでいます。
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�
　　所得税（国税）の税率は平成１９年から
　次のように改正されます。
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　課税所得　　　　　　　　　　標準税率
２００万円まで ５％
２００万円～７００万円 １０％
７００万円～ １３％
●例えば課税所得が３００万円の場合
　２００万円×５％＋（３００万円－２００万円）
　×１０％＝２０万円

�����

　課税所得　　　　　　　　　標準税率

　一　　律 １０％　

●例えば課税所得が３００万円の場合
　３００万円×１０％＝３０万円
※実際の税額はこの他に人的控除の差に対応し
た減税措置が講じられます。
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　課税所得　　　　　　　　　　標準税率
３３０万円まで １０％
３３０万円～９００万円 ２０％
９００万円～１８００万円 ３０％
１８００万円～ ３７％
●例えば課税所得が３００万円の場合
　３００万円×１０％＝３０万円
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　課税所得　　　　　　　　　標準税率
１９５万円まで ５％
１９５万円～３３０万円 １０％
３３０万円～６９５万円 ２０％
６９５万円～９００万円 ２３％
９００万円～１８００万円 ３３％
１８００万円～ ４０％
●例えば課税所得が３００万円の場合
　１９５万円×５％＋（３００万円－１９５万円）
　×１０％＋調整措置＝２０万円
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　損害保険料控除を改組し、地震保険料控除制度が創設されました。

　なお、平成１８年１２月末までに契約した長期損害保険については従来どおり控除の適用がありますが、
短期の保険料は適用外となります。

��������	
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　詳しい内容はＰ９「地震から家族を守るために」をご覧ください。

最高控除額対　　　　　象

５万円支払保険料額の全額所得税（平成１９年分から）

２万５千円支払保険料額の１／２の額住民税（平成１９年度分から）

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●

● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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　　この改正により所得税と個人住民税の合計額が現行の額と比べ変動しないように調整措置が講じられ
ます。（住民税と所得税とでは、扶養、基礎等の人的控除額が異なるためその差額に係る税額分を調整）

��������	
��
　　定率減税が、所得税は平成１９年分から、住民税は１９年度分（平成１８年の所得分）から廃止されます。

　　　※定率源税廃止による所得税・町県民税額の変化（夫婦子２人をモデルに計算）

税額の変化改正後
（定率減税なし）

改正前
（定率減税あり）給与収入

０００所 得 税 額
３００万円

７００円９,０００円８,３００円町 県 民 税 額

１１,９００円１１９,０００円１０７,１００円所 得 税 額
５００万円

５,７００円７６,０００円７０,３００円町 県 民 税 額

２６,３００円２６３,０００円２３６,７００円所 得 税 額
７００万円

１４,７００円１９６,０００円１８１,３００円町 県 民 税 額

（注）１．子のうち１人が特定扶養親族に（高校・大学年
　　　　代）に該当するものとしています。
　　 ２．給与所得者が１人の場合の負担額です。
　　 ３．一定の社会保険料が控除されるものとして計算
　　　　しています。

（注）一定の社会保険料が控除されるものとして計算して
います。
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119,000 円

76,000 円

59,500 円

135,500 円

税源移譲前　　�　　税源移譲後

計 195,000 円 計 195,000 円258,000 円

163,000 円

160,500 円

260,500 円

税源移譲前　　�　　税源移譲後

計 421,000 円 計 421,000 円

���

�����

（注）１．給与所得者は１人として計算しています。
　　　２．子のうち１人は高校・大学年代として計算しています。
　　　３．一定額の社会保険料が控除されるとして計算しています。

���������	
���������（平成１８年７月１日から）

参考１本当引上額改訂後現　　行１０００本につき

０.４２６円３,５５２円３,１２６円国たばこ税

０.１０５円１,０７４円９６９円県たばこ税

０.３２１円３,２９８円２,９７７円町たばこ税
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　より多くの方にご来場いただくため、より安全
な祭りとするため、町内のほぼ全域をカバーする
無料送迎バスを運行します。役場前からは新支庁
舎（会場の南隣）へのピストンバスも運行します。
会場周辺は混雑が予想されますので、できるだけ
送迎バスをご利用くださいますようお願いします。
　なお、各方面のコース、時刻は以下のとおりで
す。

すごい花火が見たい�子どもたちに見せてやりた
い�そんな気持ちの花火基金に、続々とご協力い
ただいています。…が、１５００発分にはまだ少し足
りていません。花火基金がまだのあなた�ぜひご
協力をお願いします。
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備　　考帰　り行き２行き１発着・コース方面

・最寄りの路線
バスのバス停で
お待ちください。

・行きは次の路
線バスもご利用
いただけます。
（料金必要）
１８：１４　新田発
１８：４５　高倉発
１８：４７　川上発

・帰りは行きの
到着場所から発
車します。

２２：１０
▲

２１：３０

１９：２０
▼

２０：００

１７：４５
▼

１８：２５

作畑新田
（バス路線）
中学校前

越知谷方面

（役場マイクロ）

２１：５０
▲

２１：３０

１９：４０
▼

２０：００

１８：０５
▼

１８：２５

追上南
（バス路線）
中学校前

猪篠方面

（役場マイクロ）

２２：１０
▲

２１：４０
▲

２１：３０

１９：２０
▼

１９：５０
▼

２０：００

１７：４５
▼

１８：１５
▼

１８：２５

高倉
　～寺前駅
（バス路線）

新支庁舎

上小田方面

（神姫バス）

２２：１０
▲

２１：４０
▲

２１：３０

１９：２０
▼

１９：５０
▼

２０：００

１７：４５
▼

１８：１５
▼

１８：２５

川上
（バス路線）
寺前駅
（東柏尾経由）
新支庁舎

川上・　
長谷方面

（神姫バス）

左の各ポイント
に停車します。

２２：００
２１：５５
２１：５０
２１：４５
２１：４０
２１：３５
２１：３０

１９：３０
１９：３５
１９：４０
１９：４５
１９：５０
１９：５５
２０：００

１７：５５
１８：００
１８：０５
１８：１０
１８：１５
１８：２０
１８：２５

福山バス停
スパーク神崎
新野駅前
寺野姫宮神社
白林陶芸館前
粟賀大橋東
中学校前

南部方面

（役場マイクロ）

備　　考帰　り行　き発着・コース方　面

・玄関前時計付近に
発着します。
・役場駐車場からの
パークアンドライド
にご協力ください。

支庁舎発
２１：１５
２１：４５
２２：１５

役場玄関前発
１８：２０　１９：５０
１８：５０　２０：２０
１９：２０　　　  

役場玄関前
（直行）

新支庁舎

寺前方面

（神姫バス）
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　次のいずれかに当てはまる１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの児童（特別児童扶養手当を受
給、または同等の障害の程度のある児童は２０歳未満）を監護している母または母に代わって児童を養育
（児童と同居し、監護し、生計を同じくしていること）している人が受給できます。
・父母が婚姻を解消した児童　・父が死亡した児童　・父が政令で定める重度の障害にある児童　・父の
生死が明らかでない児童　・父から１年以上遺棄されている児童　・父が法令により１年以上拘禁されて
いる児童　・母が婚姻によらないで出産した児童
※だたし、上記の場合でも、手当てが受給できないことがあります。詳しくはお問い合わせください。

��������	

　手当の額は、請求者または配偶者及び扶養義務者（同居している請求者の父母兄弟姉妹など）の所得に
よって決まります。

��������	
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　２０歳未満で、中程度以上の障害のある児童を監護（主として児童の生計を維持する者）している父もし
くは母または父母に代わって児童を養育（児童と同居し、監護し、生計を同じくしていること）している
人が受給できます。
　障害の程度については「中程度以上」となっています。
※だたし、上記の場合でも、手当てが受給できないことがあります。詳しくはお問い合わせください。

��������	
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　手当の額は、児童の障害の程度によって決まります。また、請求者または配偶者及び扶養義務者（同居
している請求者の父母兄弟姉妹など）によって決まります。

　児童扶養手当、特別児童扶養手当とも、手続きは役場住民生活課です。

��������	
���

　児童扶養手当の受給資格者（所得制限で全部支給停止の方も含みます）は、毎年「現況届」を提出しな
ければなりません。今年度は８月１日から８月１８日の間となっています。
　この届は、引き続き受ける要件を満たしているかの確認及び８月分からの手当の支給額を決定するため
の大切なものです。
　なお、現況届を提出されないと、８月分以降の支給が差し止められます。受給資格者の方には案内書等
を送付いたしますので、期間中に必ず届出をしてください。

��������	
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　特別児童扶養手当の受給資格者（所得制限で全部支給停止の方も含みます）は、「所得状況届」を提出
しなければなりません。今年度は８月１１日から８月１８日の間となっ
ています。
　この届は、引き続き受ける要件を満たしているか確認するための大
切なものです。なお、所得状況届を提出されないと、８月分以降の支
給が差し止められます。受給資格者の方には案内書等を送付いたし
ますので、期間中に必ず届出をしてください。

問い合わせ　役場住民生活課　�３４－０９６２

��������	
��

��������	
���



平成１８年８月１日 �

���������	
�������	�������������	
�

　　平成１８年１０月１日から現役並みの所得がある方（一定以上所得者）については、老人保健で医療機
関にかかったときに自分で支払う費用（一部負担金）が、外来（在宅医療を含む）・入院とも２割から
３割に引き上げられます。

���������	
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　　同じ月内に医療機関に支払った自己負担額の合計が高額になった場合、申請して認められると、自己
負担限度額を超えた分は高額医療費として支給されます。７０歳以上または老人保健で医療を受ける方
は、下表のとおり自己負担限度額が一部引き上げられます。

���������	
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　　療養病床に入院しておられる７０歳以上の方は、これまで食材料費相当のみを負担していましたが、平
成１８年１０月１日からは食費と居住費を負担することとなります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・所得の低い方は負担が軽減されます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・特定疾病の方は、現行どおり２４,０００円のみの負担となります。
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平成１８年１０月１日から

�
平成１８年９月３０日まで

食　費　�������
居住費　�������

食材料費相当を負担
２４,０００円

平成１８年１０月１日から

�

平成１８年９月３０日まで

●自己負担限度額（月額）●自己負担限度額（月額）

外来＋入院
（世帯単位）

外来
（個人単位）

外来＋入院
（世帯単位）

外来
（個人単位）

�������１２,０００円一　 般４０,２００円１２,０００円一　 般

��������
医療費が��������を超
えた場合は、その超えた
分の１％を加算（４回目以降
の場合は�������）

�������
一定以上
所 得 者

７２,３００円＋
医療費が３６１,５００円を超え
た場合は、その超えた分
の１％を加算（４回目以降の
場合は４０,２００円）

４０,２００円一定以上
所 得 者

２４,６００円
８,０００円

低所得�２４,６００円
８,０００円

低所得�
１５,０００円低所得�１５,０００円低所得�
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地域の話題、イベントがありましたら情報広報課（� 32 － 2752）
までお知らせください。
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　第２１回中播磨地区消防操法大会が７月２日（日）、三木市「兵
庫県消防学校」で開催され、姫路市、神崎郡の各市町の大会を勝
ち抜いた小型ポンプ６隊、ポンプ自動車８隊が参加し、日ごろの
練習の成果を競い合いました。
　神河町からは、小型ポンプの部に作畑分団が、ポンプ自動車の
部に福本分団が出場。中播消防本部、姫路市消防局の審査員に
より操作員の士気、節度、操作要領などについて厳しく審査され
ました。
　その結果、小型ポンプの部・ポンプ自動車の部、両部門で優勝
の栄に輝きました。
　今年度の県大会は、８月６日（日）に中播磨地区消防操法大会と同
じ三木市「兵庫県消防学校」で開催されます。なお、中播磨地区大会
の結果は次のとおりです。
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　平成１７年１０月２９日（土）、三木総合防災公園で防災をテーマに開催された「ふれあいフェステイバル
２００５」において、福本分団（旧神崎町消防団第８分団）がポンプ操法訓練を披露し、県民の防災意識の高
揚に貢献したことから、６月２０日（火）兵庫県公館において「ふれあい大賞」を受賞しました。

ポンプ自動車の部小型ポンプの部

神河町消防団 福本分団神河町消防団 作畑分団� �

姫路市網干消防団 大津分団福崎町消防団 庄　分団���

姫路市西消防団 白鳥分団市川町消防団 坂戸分団� �

��������	
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　６月１８日（日）香寺町武道館で行われた、第１３回播磨合氣道演武大会に神河町合氣道協会の皆さんが
合併後初めて参加しました。
　当協会の皆さんは、声も大きく、技も美しく、元気一杯技を披露することができ、決勝会に４部門で５
組が進み、２部門で２位という好成績を収めました。これからも合氣道で学んだ「心」を大切にがんばっ
ていただきたいですね。また合氣道に興味を持たれている方は、神
崎体育センターで毎週木曜日の午後６時から稽古をしておりますの
で、ぜひご参加ください。入賞者は次のとおりです。（敬称略）
��������	

２位　奥川　泰雅（小６）－　津田　仁成（小５）　
�������

２位　谷綛　祐太郎（中１）－　山名　崇博（中１）　
�����

植田　凛子（５歳）

作畑分団

福本分団
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　兵庫県と県議会が中心となり、民間団体の協力を得て、「ジャワ島中部地震兵庫県義援金募集委員会」
を設立し、被災者支援のための義援金募集をおこなっています。
　兵庫県においては、阪神・淡路大震災の際、国内外から多くの支援をいただきました。互いに助け合う
ことの大切さを学んだ教訓を生かし、大規模災害を経験した被災地として、温かい支援をおこないましょう。
義援金募集期間　８月３１日（木）まで
義援金募集方法　下記口座への振込み、もしくは募金箱にお願いいたします。
　　　　　　　　　���������	
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 義援金の使途 　募集委員会で検討を行い、被災者支援に充てます。
 構 成 団 体 　兵庫県・兵庫県議会　兵庫県市長会・兵庫県市議会議長会・兵庫県町村会
　　　　　　　　兵庫県町議会議長会・神戸新聞厚生事業団・兵庫県社会福祉協議会
※その他　○この口座への振込みについては、振込み手数料は無料となりません。
　　　　　○この義援金については、税法上の優遇措置（特定寄付控除）の対象ではありません。
　　　　　○神河町としてもこの趣旨に賛同し、募金箱については役場会計課前・神崎支庁舎等公共施設
　　　　　　に配置いたしております。みなさんのご協力お願いいたします
問い合わせ 　ジャワ島中部地震兵庫県義援金募集委員会事務局（兵庫県企画管理部防災企画局企画課内）
　　　　　　　　　�（０７８）３４１―７７１１　（内線３１６１・３１６２）
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　７月１５日・１６日第１回神河町子ども会球技大会が開催されました。神河町となってから、記念すべき
第１回目の大会には、ソフトボール２２チーム、バレーボー
ル２４チームが参加。
　各チームは日頃の練習の成果を発揮し、白熱したプレー
が見られました。試合の結果は次のとおりです。

ソフトボール優勝　　福本チーム

バレーボール優勝　　中村チーム選手宣誓（神河町町民グラウンド）

バレーボールソフトボール
中 村福 本優 勝
杉 ・ 大 山新 野 ・ 比 延準 優 勝
岩 屋寺 前

３ 位
寺 前 Ａ鍛 治
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　Now, I am preparing to leave Japan and return to New Zealand. I would 
like to write a few short words to express my thanks and gratitude for your 
kindness and hospitality over the last 3 years.
　I came to Japan knowing nobody and very little Japanese. I was a stranger 
in a strange land. But, through the kindness and support of everyone, I have 
made many new friends and have grown to love Japan.
　I have enjoyed living in Teramae very much. In particular, I love the 
beautiful scenery, the peace and quiet, and the friendly people. I like the 
rivers, the mountains and the rice fields. It's such a peaceful and nice town.
　　I feel very privileged to have worked at the various schools in 
Kamikawa-cho. I have really enjoyed working together with the excellent 
teachers and students here. Everyone has been very welcoming and kind to 
me. It has been a pleasure working here.
　Now I look back and appreciate the many happy times I have spent in 
Japan. I will return to New Zealand with a love of Japan. I look forward to 

telling everyone back home what a wonderful country Japan is.
　Thanks again to everyone who has helped and supported me over the last 3 years. I deeply appreciate all that 
you have done for me. I will never forget you. I wish you all every success and a bright and happy future.
Yours truly,

David Thomas　　
�������
　私は今、日本を発ちニュージーランドに帰国する準備をしています。三年間の滞在期間、皆様に大変
親切にしていただき、短い言葉ではありますが、ここに感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。
　日本に来た時には、日本人のことや日本語を全く知りませんでした。私は『不思議な国に来た外国人』
という感じがしました。しかし、皆様のご親切と励ましのおかげで、多くの新しい友達ができ、日本が
ますます好きになりました。
　寺前での生活はとても楽しかったです。特にその美しい景色と平和な雰囲気や静けさ、優しい人々が
大好きです。そして寺前の川と山と田んぼが大好きです。神河町は平和ですてきな町だと思います。
　神河町のいくつかの違う学校で働くことができ、とても光栄に思っています。ここで素晴らしい先生
方や生徒さんたちと一緒に楽しい時間を過ごすことができました。みんな私にとても親切で、友好的に
接してくださいました。ここで働けたことをとても嬉しく思っています。
　今、この三年間を振り返り、私が日本で過ごした多くの幸せな時間をとても感謝しています。日本を
愛する気持ちを持って、ニュージーランドに帰国したいと思います。祖国の人々には、日本がとても素
晴らしい国だということを伝えたいです。
　最後に、この三年間、私をサポートしてくださった皆様に、もう一度感謝の気持ちを伝えたいと思い
ます。私のために色々としていただいた、すべての方々に深くお礼を申し上げます。皆様のことは決し
て忘れません。今後のご活躍とご多幸を心からお祈りいたします。

トーマス　デビッド　

������

����

�����

　大河内エリアを中心に、小・中学校の外国語指導助手として赴任されていま
したデビッド先生が帰国されることになりました。先生は、平成１５年７月２８
日から平成１８年７月２７日までの３年間、本町の英語教育の推進に貢献してい
ただきました。

� � � �

ＲＣ造（屋根：Ｓ造）構 造
　　１Ｆ：１,３７５.０�

面 積 　　２Ｆ：    ３０６.７�
延べ面積：１,６８１.７�

体育室（アリーナ）ステージ　事務室
１Ｆ

施 設 内 容
備蓄倉庫　放送室　便所　器具庫
会議室（卓球室）倉庫　ギャラリー２Ｆ
屋外スロープその他

株式会社　小西建築設計事務所設 計 業 者
株式会社　山口建築施 工 業 者
２８０,３５０,０００円請 負 金 額
平成１８年６月２４日～平成１９年２月２８日工 期

　約３０年間使ってきた大河内中学校の体育館
を改築することとなりました。
　体育館は旧耐震設計で建築された建物で、耐
震診断・耐力度調査の結果、建て替えが必要で
あると判定され、昨年度に実施設計を完了し、
先月の６月２３日に工事請負契約を締結しまし
た。
　夏休み中に取り壊し、８月下旬から建築工事
に取りかかります。工事完了は来年２月末の予
定ですが、その間近隣の住民の方、また、社会
体育施設として利用されていた方々には何かと
ご迷惑をおかけしますがご協力をお願いいたし
ます。
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鏡面

鏡背

　越知川のせせらぎ、満天の星空、澄みきった空気を思う存分楽しみながら夏の夜の越知川名水街道
をウォーキングしてみませんか。
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　子どもたちの文化活動や、地域の伝統文化や身近な自然を活用した「文化活動体験教室」を実施します。
公民館サークルの人達が指導者となり、日頃学習されていることを子どもたちに教えていただきます。日
時は夏休み中の８月の平日と１１月の土日を中心に実施します。現在次のような教室を予定しています。
詳しくは学校から配布されるチラシをご覧ください。

と　き　８月２６日（土）
コース　☆夕やけコース（１８㎞）１７：４０スタート
　　　　　新田ふるさと村～神崎公民館
　　　　☆星空コース（９㎞）１９：４０スタート　
　　　　　越知谷アクティブセンター～神崎公民館
参加費　１人　５００円（大会当日受付で徴収）
申し込み　８月１６日（水）までに教育委員会へ

その他　スタート地点まで臨時バスを運行
　　　　　　　　　　　　　　　　（別途料金）
　　　　そうめんサービス・福引き大会などを実施

※詳しくは広報かみかわと一緒に配布しています
チラシをご覧ください。
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���	


�����

時　　　間場　　所内　　　　容日　　時
１３：００～１５：００中央公民館草 木 染 め 教 室８月３日（木）
９：００～１１：３０神崎公民館大 正 琴４日（金）
９：００～１２：００中央公民館器 楽 体 験６日（日）
１３：３０～１６：００中央公民館剣 詩 舞９日（水）
９：００～１１：３０中央公民館将 棋２２日（火）
９：３０～１１：３０中央公民館昔 遊 び２４日（木）
１３：００～１６：００中央公民館パ ソ コ ン２６日（土）
９：００～１２：００中央公民館押 し 花１１月２５日（土）
１０：００～１１：３０中央公民館和 太 鼓２６日（日）

● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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　夏休みに入り、朝からラジオ体操をしている子ど
もたちを見かけます。夏休み中の生活リズムを整え
るためにも、ラジオ体操はなくてはならないもので
す。今回は、子どもたちだけでなく、私たちの健康
づくりの一つとしてラジオ体操を見直してみたいと
思います。
　誰もが一度は経験しているラジオ体操ですが、久
しぶりにしてみると、意外にきつく感じられる方が
多いようです。そこで今一度ラジオ体操について、
その動きや効果を確認してみましょう。
　ラジオ体操の第一は、全身の関節や筋肉を動かす
１３パターンの体操から構成され、全身の柔軟性や血
行が良くなるなどの効果が期待できます。例えば、
「腕を振って脚を伸ばす体操」は、腕と脚の動きを
リズムよく繰り返すことと、伸び上がった時に踵を
浮かすことがポイントとなります。これにより脚全
体の筋肉の緊張を高めたり、緩めたりがリズムよく
起こり、血液の流れを促すことができます。このよ
うに体操の一つ一つをていねいにすることで、更に
効果的な運動になります。
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　また、ラジオ体操の第二は第一に比べやや運動量
が高く、筋肉を強化することにポイントが置かれて
いる体操です。余裕のある方は続けて第二体操も
行ってみましょう。最近ではラジオ体操に比べ、運
動量が少なく椅子に腰掛けたままでもできる「みん
なの体操」もテレビで紹介されています。ご自分の
身体能力に合わせ体操を選んでみましょう。
　今まで何となく行っていたラジオ体操を見直して、
子どもたちと一緒に心地よい汗をかいてみませんか。

その他
９月８月

受 付 時 間対　象　者行　事　名 ところところ
対　象対　象

妊娠届、印鑑を持参
してください。

９月１３日（水）８月９日（水）
１３：３０～１３：４５妊娠の届け出を

される方
母子健康手帳
交 付 大河内保健福祉センター大河内保健福祉センター

＊個別に案内します
９月２２日（金）８月２５日（金）

１５：００～１５：３０生後３カ月児３ カ 月 健 診 神崎総合病院神崎総合病院
Ｈ１８．６月生まれＨ１８．５月生まれ

＊個別に案内します☆次回は１０月１９日（木）
　です。

８月１７日（木）
１３：３０～１４：００３・４カ月児もぐもぐ教室

（離乳食教室） 大河内保健福祉センター
Ｈ１８．４月・５月生まれ

就学前のお子さん
で、相談希望の方は
ご参加ください。

９月１日（金）８月４日（金）
１３：３０～１４：３０７カ月児

１歳児
すくすく相談
（乳幼児相談） きらきら館（遊戯ホール）大河内保健福祉センター

Ｈ１８．１月、Ｈ１７．８月生まれＨ１７．１２月・７月生まれ

＊個別に案内します
９月２０日（水）

１３：３０～１４：３０２歳１・２カ月児
２歳児むし歯
予 防 教 室
（２歳児相談）

大河内保健福祉センター
Ｈ１６．７月・８月生まれ

＊個別に案内します☆次回は１０月５日（木）
　です。

８月３日（木）
１３：００～１３：３０１歳６・７カ月児１歳６カ月児

健 診 きらきら館（遊戯ホール）
Ｈ１７．１月・２月生まれ

＊個別に案内します
９月７日（木）

１３：００～１３：３０３歳２・３カ月児３ 歳 児 健 診 大河内保健福祉センター
Ｈ１５．６月７月生まれ

＊個別に案内します☆次回は１１月３０日（木）
　です。

８月２４日（木）
１３：３０～１４：００４歳児４ 歳 児 相 談 大河内保健福祉センター

Ｈ１４．７～９月生まれ
予約制です。
相談希望の方はご連絡
ください。

９月２７日（水）８月３０日（水）
１０：００～１２：００希望される方育 児 相 談

大河内保健福祉センター大河内保健福祉センター

８月１日（火）
９：００～１２：００一般住民健 康 福 祉

なんでも相談 健康増進センター
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① ����はピーラー（皮むき器）で薄くそぐ。

　 ����は果肉を取り出し、一口大に切る。

② ����を混ぜ合わせ、にんじん、オレンジの順に混ぜる。

③ 器に盛り、���を飾る。

（いずみ会栄養講座レシピより）
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　本年４月に「神河町手をつなぐ育成会」が発足しました。新しく会員を募集していますので、
ご加入ください。
 目 的 　会員相互の研鑽と親睦を図ることを目的としています。
 対 象 　神河町に居住する知的障害者（児）の保護者及び会の趣旨に賛同される方
 内 容 　情報交換、会員研修、親睦事業、日帰りバス旅行等
現在会員数　４５名
 申 し 込 み 　神河町健康福祉課　大河内保健福祉センター内　
　　　　　　神河町手をつなぐ育成会事務局

そ　の　他と　こ　ろと　　　き対　象　者予防接種名

個別に案内します大河内保健福祉セ
ンター

８月２日（水）
１３：１５～１３：３０

Ｈ１８．３．２８～
Ｈ１８．５．２生まれ　 Ｂ Ｃ Ｇ　

個別に案内します
町内の医療機関
（公立神崎総合病院
・山本医院・立岩医院）

８月２１日（月）
　～９月１日（金）
（各医療機関の実施曜
日・時間は、通知書をご
覧ください）

Ｈ１７．１．１～
Ｈ１７．１２．３１生まれ

三種混合（ＤＰＴ）
�期初回（１回目）
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時　間月　　　　日教　室　名

１３：３０～８月 ５日�　�絵 画 教 室

１３：００～

８月 ３日�　�
８月１７日�　�教室

陶 芸 教 室
（長谷支所横陶芸作業棟） ８月１２日�　�

８月２６日�　�準サ

１０：００～８月 ２日�　　�
８月３０日�　　�わんぱく音楽教室

１０：００～８月１７日�　　�子ども茶道教室

１０：００～８月１８日�　　�ワクワク工作教室

９：００～８月１９日�　　�楽しいお菓子づくり教室

�������

内　　　　容時　間月　日

「暦と生活」
明石天文台学芸員　�����氏

１３：３０　
～１５：００８月１７日�

� � � � �

時　間月　　　　日教　室　名

１０：００～８月 ４日�　�
８月１８日�　�古 文 書 教 室

１１：００～８月２６日�　�　ハ ー ブ 教 室

９：３０～８月 ２日�　開級式楽しいマナー教室

� � � � �

内　　　　容時　間月　日

教養講座�
　「教育の課題」
　　神河町教育長　�����氏

１０：００　
～１１：３０

８月１０日�
趣味講座�
（俳句・短歌・書道・民謡・
　 園芸・ちぎり絵）

１３：００　
～１５：００

� � � � � �

内　　　　容時　間月　日
趣味講座�
　（書道・民謡踊り・ちぎり
　 絵・茶道・華道、歌謡・
　 若返り・押し花絵・園芸）

９：３０　
～１２：００

８月２４日�
教養講座�
「歌と人権」
������������氏

１３：００　
～１４：３０

作 品 名　��������
ふ た り び よ り

日　　時　８月２６日（土）
　　　　　　�１０：００～
　　　　　　�１４：００～
鑑 賞 料　大人８００円
　　　　　小人５００円
　　　　　　　（高校生以下）

　※前売券発売中（当日券は各１００円増し）
前売券取扱所　中央公民館・神崎公民館・社会福祉協
　　　　　議会・神崎支庁舎・センター長谷
内　　容　
　　古都・京都の四季折々の風景を織り交ぜなが
ら、夫婦の深い絆とかけがえのない愛のメッ
セージを贈る感動の話題作。
主　　催　中央公民館
共　　催　神河町社会福祉協議会

公
民
館
「
陶
芸
教
室
」

今月の開催場所は、神崎公民館です。

��������	
����

部　　門　日本画・洋画・書
　　　　　写真・彫塑工芸
公募締切　９月２日～３日（搬入）
展 覧 会　９月８日�～１０日�
会　　場　神河町神崎公民館
※詳しくは神河町ホームページをご覧ください。
　（または、神崎公民館までお問い合わせください。）

��������	
�������

６月のロビー展より（久谷敦子書道展・一渓会野の花展）

テ
ヅ
カ
�

チ
ョ
ウ
ザ
メ

　
　
　

養
殖
場

�
松
田
ポ
ン
プ

製
作
所

神
崎
サ
マ
ン
ダ

工
場

�
宮
田
木
工
所
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光に向かって１００の花束 高森　顕徹
逆風満帆 朝日新聞社
在日　修羅の詩 茂山　貞子
俳聖芭蕉と俳魔支考 堀切　　実
秀吉の枷（上・下） 加藤　　広
背負い富士 山本　一力
制服捜査 佐々木　譲
ヒストリアン（Ⅰ・Ⅱ）　　　　エリザベス・コストヴァ
月とシャンパン 有吉　玉青
司馬遼太郎短編全集 (12) 司馬遼太郎
文盲　アゴタ・クリストフ自伝 アゴタ・クリストフ
夏休み・小学生課題図書（学年ごと）

�������
愛の流刑地　（上・下） 渡辺　淳一
タイヨウのうた 天川　　彩
散るぞ悲しき
 硫黄島総指揮官・栗林忠道　　梯　久美子
しゃばけ 畠中　　恵
逆説の日本史　５ 井沢　元彦
ハリーポッターと謎のプリンス（上・下）
 Ｊ . Ｋローリング
 松岡　佑子　訳

��������
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�
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● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●������
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　「今の世の中は、僕の好きな日本とはあまりにも違っ
てきてしまった。『この間違いだけはするなよ』というの
は、親の義務として伝えないといけない。この本はある
意味では私信であり、息子や娘だけではなく、この国の
『子どもたち』にも伝わってくれればいいな、と思いま
す。」（「はじめに」より）
　家族・子育て・礼儀作法・戦争・平和・人情等、全国
を隈無く旅してきた著者がユーモアを交えつつあくまで
真摯に語る日本と日本人への処方箋。

　不思議なことも、普通のこと。地方テレビ局のカメラマ
ンが、偶然乗り合わせたバスで起こったバスジャック。そ
の模様を収めたビデオは、犯人と乗客との触れ合いや思い
もよらぬドラマを映し出し、バスジャックブームへと広が
りをみせる奇想炸裂な表題をはじめ、雨降る夜に図書館と
まちがえて“僕”の部屋に訪れ続ける女性との交流を描く
ショートストーリーなど、心ざわめかせる７つの「日常」
を揺るがす短編集です。

������� �������
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涼
し
さ
を
添
え
て
手
打
ち
の
平
家
そ
ば　
　
　

近
沢　

正
人

高
原
の
風
の
香
つ
き
し
麺
の
味　
　
　
　
　
　

仲
川　

光
代

高
原
を
埋
め
尽
せ
し
青
芒　
　
　
　
　
　
　
　

高
内　

和
子

人
里
を
離
れ
し
初
夏
の
平
家
そ
ば　
　
　
　
　

高
峰　

恭
子

落
人
の
伝
説
揺
る
る
青
芒　
　
　
　
　
　
　
　

上
山
真
智
子

平
家
そ
ば
涼
し
く
食
べ
る
友
の
あ
り　
　
　
　

三
木　

依
子

砥
峰
の
薫
風
添
え
て
平
家
そ
ば　
　
　
　
　
　

太
田　

敦
子

交
流
館
に
平
家
そ
ば
あ
り
梅
雨
最
中　
　
　
　

浅
野　

郁
子

高
原
へ
車
走
ら
せ
梅
雨
最
中　
　
　
　
　
　
　

近
沢　

節
子

砥
峰
の
名
物
そ
ば
や
梅
の
雨　
　
　
　
　
　
　

橋
元　

文
子

�
�
�
�
�
�
�　
　

一
面
に
早
苗
田
と
な
り
し
靜
か
夜
に

　
　
　

蛙
の
う
た
声
和
し
て
き
こ
ゆ
る 

綾
部
百
合
子

半
世
紀
を
級
友
（
と
も
）
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
見
せ

　
　
　

集
う
一
夜
に
語
り
足
ら
ざ
り 

一
宮　

生
代

咲
き
ほ
こ
る
ボ
タ
ン
に
無
情
の
雨
の
降
り

　
　
　

う
す
き
花
び
ら
も
ろ
く
く
ず
る
る 

大
渡　

綾
子

大
屋
根
よ
り
は
る
か
に
高
く
鯉
上
げ
て

　
　
　

祖
父
母
ら
集
う
端
午
の
節
句 

澤
田
新
喜
子

�
�
�
�
�
�　

越
知
川
に
ど
っ
ぷ
り
浸
る
鮎
釣
師　
　
　
　
　

足
立　

次
女

一
谷
の
棚
田
埋
め
し
花
菖
蒲　
　
　
　
　
　
　

河
村　

少
紅

そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
な
り
の
名
や
菖
蒲
園　
　
　

長
谷
川
素
山

鮎
釣
り
の
孤
独
と
見
ゆ
る
し
た
た
か
さ　
　
　

中
野
く
に
え

山
あ
い
の
風
も
む
ら
さ
き
花
菖
蒲　
　
　
　
　

山
名　

菊
女

※
一
般
の
方
も
気
軽
に
投
稿
し
て
く
だ
さ
い
。
公
民
館
ま
で
ご
連
絡

　

く
だ
さ
い
。

�

� �



平成１８年８月１日 ��

センター長谷

水遊び
（モンテローザ）

１日きりん火
曜
日グループ活動

１０：００～
１１：３０

水遊び８日ひよこ
プール遊び・すいか割り３日こぐま木

曜
日 水遊び・しゃぼん玉１０日うさぎ

そうめん・おやつ作り１１日えぷろんママ金曜日

センター長谷

３０日（水） にこにこランド
　　（１０：００～１５：００）

自由参加
活　　動
１０：００～
１１：３０

　　　自由解放日
１９日（土）要申し込み

木 工 パ ズ ル ２０日（日）幼稚園・小
　　　　学生もどうぞ

南小田
改善センター

   ４日（金）・  ７日（月）
 １７日（木）・２１日（月）
２３日（水）
　　自由遊び・情報交換

ぽ っ か ぽ か

町民体育館
（長谷）

 ２日（水）・１８日（金）
２歳児１０：００～・３歳児１１：０５～親子ハッピー体操
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�月�日（水）��������
　ねんねグループ　　１０：００～１０：５５
　あんよグループ�　１１：０５～１２：００
　あんよグループ�　１３：００～１３：５５
持ち物：体育館シューズ（大人）・お茶・汗拭きタ
　　　　オル・バスタオル（ねんね）
※お休みの場合はきらきら館（�３２－２４１０）まで連絡してください。

��������	
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世界に一つだけのオリジナルパズルを作りま
せんか？休日なのでファミリーでどうぞ。

 日 時 　８月１９日（土）・２０日（日）
　　　　　９：００～１５：００
 場 所 　センター長谷　２階会議室
 内 容 　図案を糸のこで切り抜きポスター

カラーで色付けします。図案は用
意していますが、好きな図案や自
分で書いた下絵等があればお持ち
ください。

 材 料 費 　パズル大１０００円　　小５００円
申し込み　にこにこ教室�３５－０６７７
 定 員 　２０組
締め切り 　８月１１日（金）

☆食べ物の好みがぴったりあう
★私が怒っても、うけとめてくれるのでケンカに
ならないところ
☆笑うツボが一緒、お互いの趣味を理解し合って
いる
★飲んでワイワイするのが好きなところ
☆お互いの話を聞いて話し合うのでケンカしない
★二人ともマイペースなところでしょうか・・・
　動物占いで１００％でした！
☆価値観が同じ
★お互いアバウトな性格で人の悪口をあまり言わ
ないところ�
☆体育会系なのでストレッチ体操を一緒にする
★お金を使うのが大好きなところ�将来ヤバイ？
☆結婚以来大きなケンカをしたことがありません
お互いを信用しているのでプライベートを干渉
しないこと
★ちょっとぐらい部屋がきたなくても何も言わな
いこと
☆性格のいいところ、趣味が合う
★漫才のようにボケとつっこみができるところ
☆おなかのすく時間、眠たくなる時間、あ・うん
の仲�

������������	
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★価値観が同じなので、物事を決めるとき話が早
いね
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こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
人
権
に
関
す
る
作
文
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

み
ん
な
で
人
権
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

�
�
�
�
�
�
�

　
　

大
河
内
町
立
上
小
田
小
学
校
６
年

 

　
　
　
　

�
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�

�

�������������

　平成１２年度よりスタートし、はや６年が経ちまし
た。さらに今年度より、神河町文化協会に加入して
月１回のおけいこですが、和気あいあい楽しい同好
会です。
　畦道に何気なく咲いているかれんな草花を生かし、
自然の素材を利用して生ける野草生け花教室です。
現在２５名の会員で活動しています。
　毎月第３火曜日の午後は「あやめ苑」で野草生け
花のボランティアをしています。
活動日　毎月第２土曜日
　　　　　９：００～１２：００　中央公民館
　　　　　１３：００～１６：００　センター長谷
指導者　内藤由紀子先生
代　表　大上　歌子　・　竹原　陽子

問い合わせ　中央公民館
連絡先　�３４－１４５０　◯有 ５－２６３０

　

僕
た
ち
は
、
１
年
生
の
時
か
ら
毎
年
１
年
に
５
回

ず
つ
、
手
話
教
室
で
手
話
を
学
ん
で
い
ま
す
。
小
さ

い
頃
か
ら
ず
っ
と
続
け
て
い
る
の
で
、
高
学
年
に
も

な
る
と
、
あ
い
さ
つ
や
簡
単
な
会
話
は
み
ん
な
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
あ
る
日
の
手
話
教
室
の
こ
と
で
し
た
。
い

つ
も
の
よ
う
に
、
僕
た
ち
が
、

「
得
意
な
こ
と
は
何
で
す
か
。」

「
得
意
な
こ
と
は
野
球
で
す
。」

と
、
練
習
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
し
た
。
突
然
、

先
生
の
目
が
こ
わ
く
な
り
、
静
か
に
、
そ
し
て
真
剣

に
話
し
始
め
ら
れ
ま
し
た
。

「
手
話
は
言
葉
で
す
。
手
話
に
も
き
れ
い
な
言
葉
と

き
た
な
い
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
い
い
加
減
な
気
持
ち

で
分
か
っ
た
ふ
り
を
し
て
笑
い
な
が
ら
手
を
動
か
す
。

そ
ん
な
手
話
だ
っ
た
ら
、
手
話
が
で
き
る
と
は
言
わ

な
い
で
く
だ
さ
い
。」

「
心
と
心
は
分
か
り
合
お
う
と
思
え
ば
、
た
と
え
言

葉
が
使
え
な
く
て
も
通
じ
合
え
ま
す
。
で
も
、
手
話

が
で
き
る
と
、
も
っ
と
正
確
に
気
持
ち
を
伝
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
手
話
と
は
、
そ
ん
な
大
事
な
言
葉

で
す
。」

　

そ
の
言
葉
を
聞
い
た
と
き
、
心
に
ず
し
っ
と
き
ま

し
た
。
確
か
に
僕
た
ち
は
心
の
底
に
、
そ
ん
な
手
話

く
ら
い
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
甘
い
思
い
が

あ
っ
た
ん
で
す
。
手
の
動
き
を
ま
ね
す
る
だ
け
で
い

い
み
た
い
な
気
持
ち
で
い
ま
し
た
。
言
わ
れ
て
初
め

て
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
ぼ
く
は
し
っ
か
り

や
ら
な
あ
か
ん
と
思
い
ま
し
た
。

「
気
持
ち
が
顔
に
出
る
。
手
に
表
れ
る
。
手
を
見
て

る
ん
や
か
ら
、
も
っ
と
お
そ
く
、
し
っ
か
り
指
を
の

ば
さ
な
わ
か
ら
ん
な
。」

と
、
心
の
中
で
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
、
僕
は
そ
れ
以
来
、

真
剣
に
伝
え
よ
う
と
し
て
き
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
、
今
ま
で
の
手
話
教

室
の
中
で
一
番
感
動
的
な
こ
と
が
起
こ
り
ま
し
た
。

先
生
の
中
に
は
耳
の
聞
こ
え
に
く
い
方
が
お
ら
れ
ま

す
。
声
は
出
な
い
け
ど
、
口
を
開
け
る
こ
と
と
手
話

を
す
る
こ
と
の
二
つ
の
方
法
で
話
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
山
と
海
の
ど
ち
ら
が
好
き
で
す
か
。」

友
だ
ち
が
そ
う
た
ず
ね
る
と
、

「
海
が
好
き
で
す
。」

と
、
答
え
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。
僕
も
が
ん
ば
っ
て

話
し
か
け
ま
し
た
。

「
趣
味
は
何
で
す
か
。」

　

わ
か
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
し
た
。
僕
は
、
こ
れ
ま

で
に
先
生
に
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
、

伝
わ
り
ま
す
よ
う
に
と
願
い
を
込
め
て
、
も
う
一
度

て
い
ね
い
に
ゆ
っ
く
り
話
し
か
け
て
み
ま
し
た
。
す

る
と
、
笑
っ
て
う
な
ず
い
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
、
思

わ
ず
、

「
わ
か
っ
て
も
ら
え
た
。」

と
、
喜
び
な
が
ら
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
趣
味
は
、
刺
し
ゅ
う
と
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
で
す
。」

「
刺
し
ゅ
う
」
と
「
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
」
が
わ
か
ら
な

か
っ
た
け
ど
、
他
の
先
生
が
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
先
生
も
う
れ
し
そ
う
で
、
に
こ
に
こ
笑
っ
て
お

ら
れ
ま
し
た
。
ぼ
く
は
、
話
を
す
る
の
が
楽
し
く

な
っ
て
き
ま
し
た
。
先
生
に
と
っ
て
も
、
心
を
通
じ

あ
わ
せ
る
こ
と
は
こ
ん
な
に
楽
し
い
こ
と
な
ん
だ
な

と
思
い
ま
し
た
。

　

僕
は
、
僕
の
手
話
が
通
じ
た
こ
と
に
本
当
に
強
く

感
動
し
ま
し
た
。
手
話
を
し
て
き
て
よ
か
っ
た
と
思

え
る
日
で
し
た
。

　

手
話
は
言
葉
で
す
。
心
を
通
わ
せ
話
し
合
い
た
い

と
思
う
そ
の
心
が
一
番
で
す
。
手
話
を
学
ん
で
わ

か
っ
た
こ
と
で
し
た
。
手
話
を
続
け
て
い
て
よ
か
っ

た
で
す
。

　
　
　
　
　
　
（
学
年
、
学
校
名
は
昨
年
度
の
も
の
で
す
）
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　中退共制度（中小企業退職金共済制度）は、中小
企業で働く従業員のための外部積み立て型の国の退
職金制度です。
�適格年金制度からの移行先です。
�掛金の一部を国が助成します。
�掛金以外の経費がかかりません。
�掛け金は全額非課税です。
問い合わせ　独立行政法人勤労者退職金共済機構
　　　　　中小企業退職金共済事業本部（中退共）
　　　　　　�（０３）３４３６－０１５１
　　　　　　http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp

��������	
�����

　中播農業共済事務組合（中播建物農機具共済推進
協議会）は８月１日から事務所を現在の福崎町八千
種１８１－１から下記の住所に移転します。
新事務所　姫路市香寺町中屋１４番地
　　〒６７９－２１４４
　　　姫路市香寺事務所北館２階（旧香寺町役場）
　　　�（０７９）２３２－４４０１　FAX（０７９）２３２－４６３０

問い合わせ
　　　中播農業共済事務組合
　　　�（０７９０）２３－１５０５　FAX（０７９０）２３－００７０

��������	
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　私たちの使用する「道路」はあまりにも身近な存
在で、その重要性を忘れがちではありませんか？
　私たちが利用する道路が、ゴミ・空き缶のポイ捨
て、無断貼り紙などで汚れたり、はみ出した看板・
商品・旗ざおなどで通行の妨げとなっている場合が
あります。道路を常に安全、快適に通行できるよう、
皆さんルールを守って、広く・正しく・美しく使用
するよう心掛けましょう。
平成１８年度「道路ふれあい月間」推進標語
���������	
�������

国土交通省・兵庫県県土整備部・神河町

����������������	
���

募集コース　NCテクニカルコース、CADコース、
　　　　　情報ビジネスコース
受講期間　１０月１９日～H１９年３月１６日
受 講 料　無料
出願手続　姫路公共職業安定所に入校願書を提出し
　　　　　てください。
出願期間　８月１７日～９月１９日
選考方法　義務教育終了程度の数学・国語及び面接
問い合わせ　兵庫県立姫路高等技術専門学院
　　　　　　�　（０７９）２９８－０９００

� � � �
���������	
����

�����

　下水道排水設備工事責任技術者とは、市町が排水
設備工事の設計施工などに関し技能を有する者とし
て認め、登録した者をいいます。この試験に合格し
た者は、この制度を導入している市町において責任
技術者の登録を申請する資格を有します。
 試 験 日 　１１月２３日（祝）１３：３０～１５：３０
試験会場　流通科学大学
申込書配布　９月４日（月）～１５日（金）
受付期間　９月１１日～９月１５日（土・日を除く）
受付時間　８：３０～１７：００
問い合わせ　上下水道課　�３４－０９６６

��������	


��������	
���
　　　　（ドキュメンタリーアニメーション）
　１９４４年８月２２日学童疎開船対馬丸は魚雷攻
撃を受けて沈没。乗船者１６６１名のうち学童８００
名余。生存した学童５９名。

��������
　ときは戦国時代。忍術学園の生徒は忍者のた
まご、『忍たま』と呼ばれる。一流の忍者になる
には、まだまだとおいみちのりだけど、忍たま
の毎日は、あかるく・たのしく・ゆかい、なの
だ！

と　き　　８月１２日（土）　９：３０上映開始
ところ　　中央公民館　グリンデルホール
入場料　　無　料
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　兵庫県では、こころ豊かな人づくりを進める一環
として不登校等の青少年を対象にした新しい学びの
場として、県立神出学園を設置しています。豊かな
自然の中で、スタッフや仲間とふれあい様々な体験
を通じ、一人一人が自己理解を深め、進路発見がで
きるよう支援しています。

 対 象 者 　中学校を卒業した県内在住の２０歳未満
　　　　　の男女
募集人員　２０名程度
在籍期間　２年以内（全寮制）
 授 業 料 　 無 料
　　　　　（＊食費・活動費として月額５万円が必要）
 受 付 　８月１５日～９月１３日
問い合わせ　神戸市西区神出町小束野３０
　　　　　県立神出学園　�（０７８）９６５－１１２２
　　　　　　　　　　　http://www.kande-gakuen.jp

��������	
�

　①防衛大学校・一般　②防衛大学校・推薦　③防
衛医科大学校　④看護学生　⑤航空学生　⑥一般曹
候補学生　⑦曹候補士　⑧２等陸海空士・女子　⑨
２等陸海空士・男子

応募資格
　①～③２１歳未満で高校卒（卒見込み含む）
　④ １８歳以上２４歳未満の高校卒（卒見込み含む）
　⑤１８歳以上２１歳未満の高校卒（卒見込み含む）
　⑥１８歳以上２４歳未満　　
　⑦～⑨１８歳以上２７歳未満　　　　
受付期間
　①③④９月８日～２９日
　②９月５日～７日
　⑤～⑧８月１日～９月８日
　⑨年間を通じて行っています
問い合わせ
　自衛隊兵庫地方連絡部�（０７８）３３１－９８９６～８
　自衛隊兵庫地方連絡部姫路事務所
　　　　　　　　　　　�（０７９）２８２－０５３５

��������	
�

　新田ふるさと村の涼しい環境で ､夏休みの宿題を
完成させましょう。
　自由研究、工作、絵画、ドリル持ち込みOK�
　簡単な材料など、用意して夏休みの宿題のお手伝
いをします。
 期 間 　８月２１日（月）～８月２５日（金）
　　　　　　　毎日９：３０～１６：００ころ
参加費用　昼食代５００円、材料によっては実費必要
申し込み　前日までに、新田ふるさと村まで
　　　　　　�・◯ケ  ３３－０８７０
        　　　　  （水曜日を除く、９：３０～１６：３０）

��������	
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　第２４回花と緑のコンクールが下記のとおり開催
されます。ぜひご応募ください。
対象部門
　◆家庭緑化部門→家庭の花壇、プランター、窓辺
の花など

　◆学園緑化部門→保育所、幼稚園、小学校、中学
校などで情操教育の一環として育てられている
花や緑

　◆職域緑化部門→事業所など職場や地域との融和
を図りながら育てられている花や緑

　◆コミュニティ緑化部門→自治会、老人会等で管理
されている花壇、道路沿い花壇、プランター等

応募方法　申込み用紙にカラー写真を添えて役場企
　　　　　画課へ提出
締め切り　９月２９日（金）
そ の 他　応募用紙は各区長さん宅、または役場企
　　　　　画課にあります。
　　　　　応募書類、写真等は返却されません。
問い合わせ　企画課　�３４－０１８５
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　新田ふるさと村
��������	
�����１回目）
������
（町内の各医療機関）

��������
１０：００　��
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（姫路科学館へ）
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��ＪＡ兵庫西
粟賀支店１０：００～
　　本庁１３：００～
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１０：００��
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１５：００　　　
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���中央公民館
���神崎公民館
���長谷支所
���グリンデルホール
���きらきら館
���保健福祉センター

���健康増進センター
���神崎保育園
���温水プール
���役場本庁
���神崎支庁舎
���はにおか運動公園
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����������
��������
１３：３０��

���������
　　１３：３０　�

　
　

広
報
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
元
気
の
素
い
た
だ
き
ま

す
！
」。
毎
月
栄
養
士
さ
ん
か
ら
レ
シ
ピ
を
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。

　

私
も
レ
シ
ピ
を
見
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
！
こ
れ
ま
で
作
っ
た
の

は
、
１
月
号
掲
載
の
「
ベ
ジ
タ
ブ
ル
チ
ャ
ウ
ダ
ー
」
と
６
月

号
掲
載
の
「
青
菜
と
も
や
し
の
ナ
ム
ル
」
で
す
。
特
に
ナ
ム

ル
は
、
ご
ま
の
香
り
が
き
い
た
調
味
料
が
お
い
し
く
、
こ
れ

か
ら
夏
本
番
に
む
け
て
暑
い
と
き
に
も
お
す
す
め
で
す
！
青

菜
に
か
え
て
キ
ュ
ウ
リ
と
も
や
し
で
作
っ
て
も
お
い
し
く
い

た
だ
け
ま
し
た
。

　

〜
朝
か
ら
で
も
簡
単
〜
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
ひ
か
れ
た

の
で
す
が
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
料
理
は
ど
れ
も
手
順
が
少
な

く
時
間
の
な
い
時
に
で
も
簡
単
。
野
菜
を
お
い
し
く
食
べ
る

工
夫
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
お
試
し
く
だ
さ
い
！
（
Ｈ
）
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（忍たま乱太郎・
　　　　対馬丸）
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７月９日クリーン作戦
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